
ヨットハーバー入口部

規制期間
平成31年2月 5 日 (火) 午前 8時から
平成31年2月 7 日 (木) 午前 6時まで

このたび、ヨットハーバー入口部において、

フラップゲート設置を行うため、終日車両通行止めを実施します。
ご迷惑をおかけしますが、ご理解とご協力をお願いいたします。

工事に関する問い合わせ先

発注者 国土交通省 中部地方整備局 四日市港湾事務所 津松阪港事務所

059-213-3880 059-213-3885（時間外）

施工者 高砂建設株式会社 059-253-1512 工事責任者 青木 大輔 080-6976-8525

工事期間中、ご不便がある場合がございましたら、工事責任者【青木】までご連絡ください。

☎

歩行者迂回路 歩行者迂回路の詳細は裏面を参照してください

皆様のご理解とご協力をお願いいたします

凡例

工事中 終日全面通行止め

フラップゲート設置箇所

工事中通行止

車両通行止め

工事名 平成30年度 津松阪港津地区(阿漕浦・御殿場)1工区堤防(改良)本体工事

フラップゲート設置
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歩行者迂回路

凡例
歩行者通路

乗越し階段


